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今月のトピックス

令和6年度調査結果（速報）の概要について

2025年5月22日、中医協の入院・外来医療等の調査・評価分科会が開催され、「令和6年度調査
結果の速報が報告されました。

その中から、2024年度改定において、入院基本料を算定するための要素に追加された「人生の最終段
階の意思決定支援」と「身体的拘束を最小化する取組」、そして栄養管理体制に
追加されたGLIM基準の位置づけ、さらには外来における生活習慣病管理料について
資料をお示しいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00271.html

人生の最終段階の意思決定支援について
ガイドライン等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針
の作成を要件とする入院料の範囲を拡大する。

[経過措置] 令和６年３月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟については、令和７年５月31日までの
間に限り、意思決定支援に関する指針の作成の基準に該当するものとみなす。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00271.html
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身体的拘束を最小化する取組について

医療機関における身体的拘束を最小化する取組を強化するため、
入院料の施設基準に、患者又は他の患者等の生命又は身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行って
はならないことを規定するとともに、医療機関において組織的に身
体的拘束を最小化する体制を整備することを規定する。

[経過措置] 令和６年３月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟については、令和７年５月31日までの
間に限り、身体的拘束最小化の基準に該当するものとみなす。

栄養管理体制の基準の明確化
退院後の生活を見据え、入院患者の栄養管理体制の充実を図
る観点から、栄養管理体制の基準を明確化する。

[経過措置] 令和６年３月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟については、令和７年５月31日までの
間に限り、意思決定支援に関する指針の作成の基準に該当するものとみなす。
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生活習慣病管理料について
【参考】以下の要件があります

⚫ 「療養計画書（初診用・継続
用）」については、患者の求めに応
じて、電子カルテ情報共有サービス
における患者サマリーに、療養計画
書での記載事項を入力し、カルテに
その記録及び患者の同意を得た旨
を記録している場合は、療養計画
書の作成及び交付をしているものと
みなす。

⚫ 血液検査結果を療養計画書と別
に交付している場合、又は患者の
求めに応じて「電子カルテ共有サー
ビス」を活用して共有している場
合：その旨をカルテに記載している
場合は、療養計画の検査項目につ
いての記載は省略して差し支えない。

【参考】以下の要件があります

別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関におい
て、当該保険医療機関における診療
報酬の請求状況、生活習慣病の治療
管理の状況等の診療の内容に関する
データを継続して厚生労働省に提出し
ている場合は、外来データ提出加算と
して、50点を所定点数に加算する。

治療計画
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いきいきホスピタル

百日咳は、百日咳菌の感染によって、特有のけいれん性の激しい咳発作（痙咳発作）を特徴とする
急性の気道感染症です。2023年頃から増え始め、2025年は感染の加速化が起こっています。厚生労
働省も注意喚起のリーフレットを作成していますのでご活用下さい。

百日咳について

国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトより引用

感染経路としては、鼻咽頭や
気道からの分泌物による飛沫
感染や、感染者と接触したりす
ることによる感染（接触感染）
とされています。予防には、予防
接種以外に、手洗い、うがい、
マスクの着用等の感染症対策
が効果的です。コロナ禍で教訓
とした対策を実践し、感染経路
を断ち切りましょう。

https://www.mhlw.
go.jp/stf/seisakunit
suite/bunya/kenkou
/kekkaku-
kansenshou19/who
oping_cough.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/whooping_cough.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/whooping_cough.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/whooping_cough.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/whooping_cough.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/whooping_cough.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/whooping_cough.html
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算定 à la carte

「24時間以内に死亡した患者に対するイレウス用ロングチューブの算定」について

救急で運ばれて24時間以内に死亡した患者さんに、イレウス用ロングチューブの使用があり、24時間未満で使用し

た場合でも算定できると思いこみ算定したところ、査定された事例がありました。やむを得ず24時間未満で使用した場

合でも算定できるチューブは、「気管内チューブ」のみです。特定保険医療材料においても、留意事項がありますので、

違いを見てみましょう。また、「24時間以上体内留置した場合に算定できる」材料は、他にどのようなものがあるか、確

認してみましょう。

番号 材料名 材料の留意事項（該当部分のみ抜粋）

023 涙液・涙道シリコンチューブ (1) 涙液・涙道シリコンチューブは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

024 脳・脊髄腔用カニューレ 脳・脊髄腔用カニューレは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

025 套管針カテーテル 套管針カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

026 栄養カテーテル 栄養カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。 

027 気管内チューブ 気管内チューブは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。ただし，やむを
得ず24時間未満で使用した場合は、１個を限度として算定できる

028 胃管カテーテル 胃管カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

029 吸引留置カテーテル 吸引留置カテーテルは、24時間以上体内（消化管内を含む。）に留置し、ドレ
ナージを行う場合に算定できる。 

030 イレウス用ロングチューブ (1) イレウス用ロングチューブは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

031 腎瘻又は膀胱瘻用材料 (1) 膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
(2) 腎瘻用カテーテルは、腎瘻術又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上

体内留置した場合に算定できる。

032 経鼓膜換気チューブ 経鼓膜換気チューブは、24時間以上体内留置し、滲出性中耳炎の治療を行う
場合に算定できる。

033 経皮的又は経内視鏡的
胆管等ドレナージ用材料 

(1) カテーテル及び経鼻法用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算
定できる。 

034 胆道ステントセット (1) 胆道ステントセットは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

035 尿管ステントセット (1) 尿管ステントセットは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

036 尿道ステント (1) 一時留置（交換）型尿道ステントは、24時間以上体内留置した場合に算
定できる。

037 交換用胃瘻カテーテル (1) 交換用胃瘻カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

039 膀胱留置用ディスポーザブ
ルカテーテル 

膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算
定できる。 

24時間以上体内留置した場合に算定できる特定保険医療材料一覧（在宅で使用する材料を除く）

027 気管内チューブ 

気管内チューブは、24時間以上体内留置した場合に
算定できる。ただし、やむを得ず24時間未満で使用し
た場合は，１個を限度として算定できる

030 イレウス用ロングチューブ 

(１) イレウス用ロングチューブは、24時間以上体内留
置した場合に算定できる。

(２) ガイドワイヤーは、別に算定できない。

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について
（保医発0305第 8号 2024.3.5)より抜粋

24時間以内の死亡時は
算定できない。

やむを得ず、24時間以内の死亡時に
使用した場合、算定できる。
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